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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ルミネッセンス材料素子と、
　前記ルミネッセンス材料素子の第１の側面に隣接する不連続な半透明層と、
　前記ルミネッセンス材料素子の第２の側面に配置された光生成手段と、
を有する集光器であって、前記不連続な半透明層の不連続さのため、前記不連続な半透明
層により被覆された前記ルミネッセンス材料素子の少なくとも１つの第１の部分と、前記
不連続な半透明層により被覆されていない前記ルミネッセンス材料素子の少なくとも１つ
の第２の部分と、が形成され、前記ルミネッセンス材料素子の前記第1の部分において、
前記不連続な半透明層が、外界からの入射光を通過させ、前記不連続な半透明層の前記入
射光の入射側とは反対側から発せられた光を反射するように構成される集光器。
【請求項２】
　前記光生成手段は、透明シートと、前記透明シートの側面に設けられた有機発光ダイオ
ード又はランプとを有する、請求項１に記載の集光器。
【請求項３】
　前記不連続な半透明層は所定のパターンを提供する、請求項１に記載の集光器。
【請求項４】
　光抽出構造を有する、請求項１に記載の集光器。
【請求項５】
　前記光抽出構造は、前記ルミネッセンス材料素子の少なくとも１つの第２の部分に配置
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された、請求項４に記載の集光器。
【請求項６】
　前記光抽出構造は、前記ルミネッセンス材料素子と前記光生成手段との間に配置された
光拡散層である、請求項４に記載の集光器。
【請求項７】
　前記光生成手段は、前記ルミネッセンス材料素子と第２のルミネッセンス材料素子との
間に配置された、請求項１に記載の集光器。
【請求項８】
　第２の不連続な半透明層を更に有し、前記第２のルミネッセンス材料素子は、前記光生
成手段と前記第２の不連続な半透明層との間に配置された、請求項７に記載の集光器。
【請求項９】
　第２の光抽出構造を更に有し、前記第２の不連続な半透明層の不連続さのため、前記第
２の不連続な半透明層により被覆された前記第２のルミネッセンス材料素子の少なくとも
１つの第１の部分と、前記第２の不連続な半透明層により被覆されていない前記第２のル
ミネッセンス材料素子の少なくとも１つの第２の部分と、が形成され、前記第２の光抽出
構造は、前記第２のルミネッセンス材料素子の少なくとも１つの第２の部分に配置された
、請求項８に記載の集光器。
【請求項１０】
　第２の光抽出構造を更に有し、前記第２の光抽出構造は、前記第２のルミネッセンス材
料素子と前記光生成手段との間に配置された、請求項８に記載の集光器。
【請求項１１】
　請求項１乃至１０のいずれか一項に記載の集光器を少なくとも１つ有する標識パネル。
【請求項１２】
　少なくとも１つの請求項１１に記載の標識パネルと、前記標識パネルの外界の光状況を
決定するように構成された光センサと、前記光状況の決定の結果に依存して前記標識パネ
ルの発光を制御するように構成された調節手段と、を有する標識パネルシステム。
【請求項１３】
　集光器において光を集めるための方法であって、前記集光器が、
　ルミネッセンス材料素子と、
　前記ルミネッセンス材料素子の第１の側面に隣接する不連続な半透明層と、
　前記ルミネッセンス材料素子の第２の側面に配置された光生成手段と、
を有し、前記不連続な半透明層の不連続さのため、前記不連続な半透明層により被覆され
た前記ルミネッセンス材料素子の少なくとも１つの第１の部分と、前記不連続な半透明層
により被覆されていない前記ルミネッセンス材料素子の少なくとも１つの第２の部分と、
が形成され、前記方法が、
　前記不連続な半透明層により、外界からの入射光を通過させ、前記不連続な半透明層の
前記入射光の入射側とは反対側から発せられた光を反射して、前記ルミネッセンス材料素
子に光を集めるステップ、
を有する方法。
【請求項１４】
　前記ルミネッセンス材料素子により外界からの光を捕捉するステップと、
　前記ルミネッセンス材料素子により前記少なくとも１つの第２の部分を通して光を再出
射して、所定の発光画像を生成するステップと、
を更に有する請求項１３に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ルミネッセンス材料素子、半透明層、及び例えば有機発光ダイオード（ＯＬ
ＥＤ）のような光生成手段を持つ集光器に関する。更に、ルミネッセンス材料及び例えば
ＯＬＥＤを持つ標識パネル、並びに光を集光器に捕捉し、集中させ、集光器から再出射す
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ることにより光を集中させる方法が提供される。
【背景技術】
【０００２】
　標識システムは、例えば建物及び道路における案内標識、建物の外にある看板、広告板
、情報板等であり、装飾目的でも使用され得る。標識システムは、例えば図１に示される
ようなモチーフを持つ画像を提供する。これら標識システムは通常、通過する人間によっ
て容易に観察されるように、バックライト又は側面発光ランプを備える。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　バックライト又は側面発光ランプとして機能するランプは通常、一度設定されると継続
的に光を発するため、エネルギー消費が非常に大きい。更に、エネルギーを節約するため
に日中はランプをオフに切り換える時計タイマーがある場合、例えば画像を鈍く見せてし
まう減少したコントラストのため、標識システムの画像が明瞭に観測できなくなる。
【０００４】
　この点に鑑みると、画像の適切な明るさを可能とし、それにより標識及びその意味が容
易に認識されるようにし、同時にエネルギー消費が低減される、標識システムのための手
段を提供するニーズがある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の背後にある一般的な概念は、発光構造及びパターニングされた（従って不連続
な）半透明層の特定の構成、該発光構造と半透明層との間には、ルミネッセンス材料が配
置され、それにより該半透明層を通して入射する外界からの光が集中させられ、該パター
ンを通して再出射させられる構成である。このようにして、該半透明層のパターンにより
形成される画像が、付加的なバックライト又は側面発光ランプの必要なく、増大させられ
た明るさを提供し得る。
【０００６】
　本発明によれば、ルミネッセンス材料素子と、不連続な半透明層と、光生成手段と、を
有する集光器が提供される。該半透明層は、前記ルミネッセンス材料素子の第１の側面に
隣接し、前記半透明層の不連続さのため、前記半透明層により被覆された前記ルミネッセ
ンス材料素子の少なくとも１つの第１の部分と、前記半透明層により被覆されていない前
記ルミネッセンス材料素子の少なくとも１つの第２の部分と、が形成される。前記ルミネ
ッセンス材料素子の第２の側面には、ＯＬＥＤが配置される。
【０００７】
　光ルミネッセンス材料は、光子を吸収し、次いで光子を再放射／再出射する物質である
。ルミネッセンス材料は、蛍光材料（通常低いエネルギーの光子を即座に再放射する）か
又は燐光材料（再放射される光子の強度は低いが、光の再出射が数時間にも及ぶ）であり
得る。
【０００８】
　半透明層は、半透明な白色シート、特に半透明は拡散白色シートであっても良い。該半
透明層は不連続な層であり、或る素子又は層の上に配置された半透明層が、該素子又は層
を被覆する部分と、該素子又は層を被覆しない部分とを提供することを意味する。本例に
おいては、該半透明層により被覆されない素子又は層の部分は、全体の構造の上面から見
ることができる。該半透明層は、外界からの入射光を通過させ、入射側とは反対側の層か
らの発せられた光は反射されるような層であっても良い。それ故、該集光器における光は
更に集中させられ、該集光器から出る前により容易に指向させられる。
【０００９】
　光生成手段は、光の側面からの出射を提供する、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）、又
は例えば発光ダイオード（ＬＥＤ）若しくは小型蛍光ランプ（ＣＦＬ）を備えた透明シー
ト（例えばプラスチック）であっても良い。
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【００１０】
　ＯＬＥＤは、間に光電子材料が挟持された２つの電極を有する。例えば、該光電子材料
はエレクトロルミネセンス材料であり、そのため、電極間に電流が流されると、有機エレ
クトロルミネセンス材料が光を発する。該光電子材料は有機材料であり、例えば本分野に
おいて良く知られている高分子材料又は小有機分子を持つ材料である。一実施例において
は、これら電極の少なくとも一方は光透明電極（例えば上面から見たときの前方の電極又
は光入射側）であり、ＩＴＯ（インジウム－スズ酸化物）のような透明な導電物質からで
きたものか、又は半透明な電極であっても良い。この場合には、第２の電極（後方の電極
）は、金属材料のような反射性の導電性材料からできたものであっても良い。一実施例に
おいては、後方電極は、前方電極と同様に光に対して透明か又は半透明な電極であっても
良い。本発明によれば、該ＯＬＥＤは更に、例えば前方電極の上（従って前方電極とルミ
ネッセンス材料素子との間に配置された）、及び／又は、例えば背後電極が（半）透明な
電極である場合には、後方電極の背後側に配置された、光に対して透明なガラス／プラス
チックの基板及び／又はカバーを有しても良い。ＬＥＤの構造は本分野において知られて
おり、この関連においては更には議論されない。本発明に有用なＣＦＬは例えば、Pasi L
aakkonenらによる「Diffractive Optics for Mobile Solutions: Light Incoupling and 
Polarization Control with Light Guides」（Japanese Journal of Applied Physics、V
ol.47、No.8、2008年、6635-6641頁）に記載されている。
【００１１】
　付加的な光の側面結合は、例えばＬＥＤ又はＣＦＬといったランプと結合されたルミネ
ッセンス材料素子の下（外界光の入射側から見て）に配置される透明シートを備えること
により実現されても良く、ここで該ランプは該透明シートの一方の側面に備えられる。本
実施例においては、該ランプの光は、該透明シートとルミネッセンス材料素子との間の界
面に平行な方向で該透明シートに結合されて、光の側面結合をもたらす。
【００１２】
　本発明の一実施例においては、光生成手段が外界光の量を検出するために光センサとし
ても機能し、外界光の検出された量に依存して必要とされるレベルにまで光生成手段をス
イッチオンする。代替としては、光センサが集光器の別個の構成要素であっても良く、光
生成手段に加えて備えられても良い。
【００１３】
　本発明の一実施例においては、該集光器は更に、例えば上面から見たときに光生成手段
の後側に配置された、太陽電池を有しても良い。該太陽電池は、光電電流を生成すること
により光生成手段に通電するために使用されても良い。とりわけ、該太陽電池は、充電池
を有しても良いし又は充電池と組み合わせられても良く、このようにして該太陽電池が、
昼間は電気エネルギーを蓄積し、夜間又は集光器に入射する外界光が減少したときには光
生成手段に通電するように構成されても良い。本実施例においては、ＯＬＥＤの後方電極
は光に対して透明な電極であっても良く、後側に配置されたＯＬＥＤの基板は該後方電極
と太陽電池とによって挟まれても良い。
【００１４】
　本発明の一実施例によれば、ルミネッセンス材料素子の第１の側面は、光入射面である
。このことは、該集光器の外界の光が、例えばルミネッセンス材料素子内で捕捉されるよ
うに、該ルミネッセンス材料素子の第１の側面で受光されることを意味する。例えば該ル
ミネッセンス材料素子が層である場合、該ルミネッセンス材料素子の反対の側面は、該ル
ミネッセンス材料素子の後側面又は後面である。本発明によれば、例えば該集光器の光入
射側は、半透明層により形成されたパターンを提供する側面である。
【００１５】
　一実施例においては、該ルミネッセンス材料素子は半透明層に隣接しており、このこと
はこれら素子と層との間に直接の接触があることを意味する。一実施例においては、該ル
ミネッセンス材料は、光生成手段に隣接（即ち直接に接触）していても良いし、又は単に
光生成手段と半透明層との間に配置されていても良い。後者の場合には、該ルミネッセン
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ス材料素子と光生成手段との間に更なる層／素子が備えられても良い。
【００１６】
　本発明の一実施例によれば、不連続な半透明層が所定の予め定義された（明確に定義さ
れた）パターンを提供する。例えば、該パターンは、特定の方向に人間を導くモチーフ（
図１に例示される）を提供しても良いし、又は例えば数字若しくは文字又は文章のような
他のいずれの種類の情報を提供しても良い。
【００１７】
　本発明の一実施例によれば、該集光器は脱結合構造を有する。該脱結合構造は、少なく
とも１つのレンズ、穴、ピラミッド形状部等又はこれらのうちの１つ以上の組み合わせで
あっても良い。該脱結合構造は、例えば光を集めることにより、所定の方向に該集光器か
ら発せられる光を向けるよう機能する。
【００１８】
　本発明の一実施例によれば、該脱結合構造は、ルミネッセンス材料素子の少なくとも１
つの第２の部分に備えられる。該ルミネッセンス材料素子の第２の部分は、半透明層によ
って被覆されておらず、そのためルミネッセンス材料の光入射面は、該少なくとも１つの
第２の部分において半透明層に接触されていない。例えば、該脱結合構造は、ルミネッセ
ンス材料の第２の部分に配置されても良いし、該部分に接触するように備えらえても良い
。一実施例においては、該脱結合構造とルミネッセンス材料素子とが一体的に形成され及
び／又は同一の材料からつくられる。
【００１９】
　本発明の一実施例によれば、該脱結合構造は、ルミネッセンス材料素子と光生成手段と
の間に配置された光拡散層である。例えば、該光生成手段が該脱結合構造と接触（隣接）
していても良く、及び／又はルミネッセンス材料が該光拡散層に接触していても良い。
【００２０】
　本発明の一実施例によれば、光生成手段は、前記ルミネッセンス材料素子と更なるルミ
ネッセンス材料素子との間に配置される。この場合には、該集光器からの両面発光が実現
され得る。例えば、以上に議論された脱結合構造に加えて、更なる脱結合構造が、第２の
ルミネッセンス材料素子と光生成手段との間に配置されても良い。代替として又は追加的
に、該更なるルミネッセンス材料素子の少なくとも１つの第２の部分に脱結合構造が備え
られても良く、ここで該第２の部分は、前記（第１の）ルミネッセンス材料素子に関して
以上に議論された第２の部分に類似する部分である。とりわけ、以上の議論に類似する第
２の部分を形成する更なる不連続な半透明層が備えられても良い。一実施例においては、
該集光器のちょうど中間に光生成手段を備え、該集光器の中間から見て同じ順序で配置さ
れた半透明層及びルミネッセンス層並びに脱結合構造を持つ、対称的な光収集が得られて
も良い。
【００２１】
　本発明はまた、以上に議論されたような集光器の少なくとも１つを有する標識パネルを
提供する。この場合には、光生成手段から追加的な光が発せられていない場合であっても
増大した明るさを持つ標識システムが提供される。
【００２２】
　本発明はまた、光生成手段上にルミネッセンス材料素子を有する標識パネルを提供する
。該光生成手段は、ＯＬＥＤであっても良いし、又は以上に議論された側面結合ランプ（
例えばＬＥＤ又はＣＦＬ）を持つ透明なシート（例えばプラスチック）により提供されて
も良い。（該集光器の）外界からの光を捕捉し集中させ光を再出射するルミネッセンス材
料素子（ａ）と、例えば電流によって通電されることにより、制御された態様で、光を放
射／出射する光生成手段（ｂ）との特定の組み合わせは、該標識パネルが昼間又は夜間に
適切な明るさを提供することを可能とする。
【００２３】
　本発明の一実施例によれば、該標識パネルの該ルミネッセンス材料素子及び光生成手段
は積層構造で備えられ、該ルミネッセンス材料素子は該光生成手段の光入射側を被覆する
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。該ルミネッセンス材料素子を層として備える場合、構造全体の厚さは低減させられ、特
定の層を容易に積層化／堆積させることにより製造工程はより高速となり得る。
【００２４】
　本発明の一実施例によれば、該標識パネルは、光生成手段に通電するように構成された
太陽電池を有する。例えば、該太陽電池は、光生成手段の後面／背面に備えられても良い
。この場合には、該光生成手段は透明であっても良く、例えば透明な層から形成されても
良い。
【００２５】
　本発明はまた、以上に議論された標識パネルの少なくとも１つ、（該標識パネルの）外
界の光状況を決定するように構成された光センサ、及び該光状況の決定の結果に依存して
該標識パネルの発光を制御するように構成された調節手段、を有する標識パネルシステム
を提供する。該光センサは例えば、光生成手段がＯＬＥＤ又はＬＥＤである場合には、該
光生成手段自体により提供されても良い。例えば、正にバイアスされているときには、ダ
イオードは発光器として機能し、負にバイアスされているときには、ダイオードはフォト
ダイオードとして機能する。
【００２６】
　加えて又は代替として、該標識パネルシステムの別個の構成要素として光センサが備え
られても良い。外界の光の量を特徴付ける光センサの検出値に依存して、調節手段（例え
ばプロセッサ）が、例えば検出値に依存して光生成手段をスイッチオン／オフすることに
よって、該光生成手段の発光を制御しても良い。
【００２７】
　本発明はまた、集光器において光を集めるための方法を提供する。該方法は、ルミネッ
センス材料により外界からの光を捕捉するステップと、前記ルミネッセンス材料及び光生
成手段上に配置された半透明層により前記ルミネッセンス材料に光を集めるステップと、
脱結合構造により前記集光器の所定の領域において光を発し、所定の発光画像を生成する
ステップと、を有する。
【００２８】
　例えば光生成手段は、入射光をルミネッセンス材料へと反射させて戻す反射性後方電極
（例えばＯＬＥＤが光生成手段として利用される場合）を備えることにより、ルミネッセ
ンス材料において光を集中させても良い。
【００２９】
　予め定義されるルミネッセンス材料及び／又は光生成手段から光がどこに発せられるか
は、以上に議論されたように、ルミネッセンス材料（素子）の少なくとも１つの第２の部
分であっても良い。
【００３０】
　更に、集光器及び標識パネル（システム）の説明に関連して以上に議論された特徴及び
機能は、本発明の方法にも当てはまり得る。
【００３１】
　本発明の一実施例によれば、本方法は、光生成手段により追加的な光を発するステップ
を有する。例えば、外界からの光が適切な明るさを提供するのに十分ではない場合がある
。この場合には、光生成手段が、集光器の発光を補うために追加的な光を発しても良い。
【００３２】
　本発明の一実施例によれば、本方法は、光センサによる（外界の）光状況の決定に依存
して、光生成手段の追加的な発光の量を調節するステップを有する。例えば、光センサは
、実際の光状況と基準値により特徴付けられる最適な光状況との間の差を決定しても良い
。それ故、ルミネッセンス材料素子の発光を補うために光生成手段により発せられるべき
追加的な光の量は、実際の光状況と最適な光状況との間の決定された差に基づいて正確に
調節され得る。
【００３３】
　以下において、本発明は特定の実施例により説明される。
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【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】標識パネルの例を示す。
【図２】発光手段としてＯＬＥＤを用いる第１の実施例の集光器の断面図を模式的に示す
。
【図３】発光手段としてＯＬＥＤを用いる第２の実施例の集光器の断面図を模式的に示す
。
【図４】発光手段としてＯＬＥＤを用いる第３の実施例の集光器の断面図を模式的に示す
。
【図５】発光手段としてＯＬＥＤを用いる第４の実施例の集光器の断面図を模式的に示す
。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　図１は、例えば非常口を指し示す、標識パネルの一例を示す。該標識の画像は、例えば
３つの要素（図１においては、走っている人、矢印、及び長方形）を有している。本発明
によれば、画像の要素は、ルミネッセンス材料素子の上の不連続な半透明層を用いること
により形成されても良く、ルミネッセンス材料が該半透明層により被覆されていない部分
が形成される。該半透明層により被覆されていないこれらの部分が、該標識の画像の要素
として見える。
【００３６】
　図２は、ＯＬＥＤ１０及び該ＯＬＥＤ上に配置されたルミネッセンス材料素子２０を有
する集光器１を模式的に示す。特に、該ルミネッセンス材料素子は、ＯＬＥＤ１０の透明
なカバー１４（例えばガラス、プラスチック、又は薄膜封入）と接触している。該ＯＬＥ
Ｄは更に、透明な材料からつくられた前方電極１３を有し、そのため入射光２がカバー１
４及び前方電極１３を通りＯＬＥＤ１０の有機光電子材料１２まで通過し得る。後方電極
１１は、集光器１の後側即ち（入射光２により定義される）光入射側とは反対側に配置さ
れる。後方電極１１は有機光電子材料１２に接触していても良く、ルミネッセンス材料素
子２０へと及び／又はルミネッセンス材料素子２０を通して入射光を反射させて戻すため
に反射性の電極であっても良い。この場合には、入射光２は、ルミネッセンス材料素子２
０及びＯＬＥＤ１０により集中させられる。集光器１は更に、半透明層４０により被覆さ
れた該ルミネッセンス材料の第１の部分２１と、半透明層４０により被覆されていない該
ルミネッセンス材料の第２の部分２２と、を形成する不連続層である、半透明層４０を有
する。図１に示された例においては、ルミネッセンス材料素子２０の第２の部分２２に脱
結合構造３０が備えられ、該構造はルミネッセンス材料素子２０と同じ材料でできたもの
である。一般的に、本発明によれば、該脱結合構造は、発光を集め及び／又は予め定義さ
れた方向に向けるように構成される。本発明の実施例においては、該集光器の構成要素は
一般的に層状の構造で提供されても良い。
【００３７】
　図３は、後方電極１１１、有機光電子材料１１２、前方電極１１３及びカバー１１４を
持つＯＬＥＤ１１０を有し、基本的には図２を参照しながら説明されたものと同一の特性
を提供する、集光器１００を模式的に示す。更に、ルミネッセンス材料素子１２０及び不
連続な半透明層１４０もまた、以上に議論されたものと同様な態様で備えられる。しかし
ながら、図２に示された集光器１とは異なり、図３における集光器１００は脱結合構造と
して光拡散層１３０を持ち、該光拡散層１３０はＯＬＥＤ１１０とルミネッセンス材料素
子１２０との間に配置される。とりわけ、光拡散層１３０は、第１の面においてルミネッ
センス材料素子１２０に接触し、該第１の面と反対側の第２の面においてＯＬＥＤ１１０
のカバー１１４に接触している。光拡散層１３０は、集光器１における光の集中及び集光
を提供し、斯くして集光器１００の光の捕捉及び発光の効率を向上させる。
【００３８】
　図４は、集光器２００の対称的な構造を模式的に示す。とりわけ、集光器２００は、ち



(8) JP 6030571 B2 2016.11.24

10

20

30

40

50

ょうど真ん中にＯＬＥＤ２１０を有する。ＯＬＥＤ２１０は、第１の電極２１３、第２の
電極２１１、電極２３１と電極２１１との間に挟持された有機光電子材料２１２、第１の
カバー２１４、及び第２のカバー２１５を有する。ＯＬＥＤ２１０の構成要素は、第２の
電極２１１が反射電極ではなく光透過電極であるという事実を除いて、図２又は３に関連
して以上に議論されたものと同一の特性を提供し得る。更に、集光器２００は、第１のカ
バー２１４に隣接する第１の光拡散層２３０に接触する第１のルミネッセンス材料２２０
を有する。更に、第２の電極２１５と第２のルミネッセンス材料２２１との間に第２の光
拡散層２３１が備えられる。第１及び第２のルミネッセンス材料は共に、それぞれ不連続
な半透明層２４０及び２４１に接触している。集光器２００の斯かる構造は、光の両面出
射を可能とし、そのため例えば、標識パネルの両面の明るさが増大させられ得る。
【００３９】
　本発明の一実施例においては、上述した対称構造は、光拡散層２３０及び２３１の少な
くとも一方が、図２において示された脱結合構造により置き換えられるように変更されて
も良い。斯かる脱結合構造は、以上に説明されたように、ルミネッセンス材料２２０、２
２１の第２の部分に配置されても良く、それによりルミネッセンス材料２２０及び２２１
はそれぞれ第１及び第２のカバー２１４及び２１５に接触する。
【００４０】
　図５は、２つの透明な電極３１３及び３１１と、これら電極間の有機光電子材料３１２
とを持つＯＬＥＤ３１０を有する集光器３００を模式的に示す。第１の電極３１３は第１
のカバー３１４に接触し、第２の電極は第２のカバー３１５に接触している。ＯＬＥＤ２
１０と不連続な半透明層３４０との間にルミネッセンス材料素子３２０が備えられる。更
に、ルミネッセンス材料素子３２０とＯＬＥＤ２１０との間に光拡散層３３０が配置され
るが、該光拡散層３３０は、以上に議論されたように、半透明層３４０により被覆されて
いないルミネッセンス材料素子３２０の部分に存在する脱結合構造により置き換えられて
も良い。
【００４１】
　更に、集光器３００は、ルミネッセンス材料素子３２０とは反対側において該ＯＬＥＤ
と接触する太陽電池３５０を有しても良い。例えば、太陽電池３５０は、第２のカバー３
１５に接触しても良い。代替例においては、該集光器は太陽電池３５０を有さず、標識パ
ネルシステムにおける集光器と共に太陽電池３５０が提供されても良い。該太陽電池は有
利にも、該ＯＬＥＤ又は他のいずれかの光生成手段を通電させるため、該標識パネルシス
テムを動作させるためには基本的に更なるエネルギーが必要とされない。
【００４２】
　以上に議論された例のそれぞれにおいて、ＯＬＥＤは、ルミネッセンス材料素子と透明
シートとの間の界面に平行な方向に追加的な光が結合する透明シートによって置き換えら
れても良い。この場合には、光の側面結合がもたらされ、該ルミネッセンス材料素子から
の発光を補う。
【００４３】
　本発明は図面及び以上の記述において詳細に説明され記載されたが、斯かる説明及び記
載は説明するもの又は例示的なものであって、限定するものではないとみなされるべきで
あり、従って本発明は開示された実施例に限定されるものではない。図面、説明及び添付
される請求項を読むことにより、請求される本発明を実施化する当業者によって、開示さ
れた実施例に対する他の変形が理解され実行され得る。請求項において、「有する（comp
rising）」なる語は他の要素又はステップを除外するものではなく、「１つの（a又はan
）」なる不定冠詞は複数を除外するものではなく「少なくとも１つ」を意味し得る。単一
のプロセッサ又はその他のユニットが、請求項に列記された幾つかのアイテムの機能を実
行しても良い。特定の手段が相互に異なる従属請求項に列挙されているという単なる事実
は、これら手段の組み合わせが有利に利用されることができないことを示すものではない
。請求項におけるいずれの参照記号も、請求の範囲を限定するものとして解釈されるべき
ではない。



(9) JP 6030571 B2 2016.11.24

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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